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令和 7 年５月 23 日 

 警察庁長官官房 

 技 術 企 画 課 

民間競争入札実施事業 

事前旅客情報照合業務、外国人個人識別情報認証業務用プログラム開発及び保守業務の実

施状況について 

 

1 事業の概要 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成 18 年法律第 51 号）に

基づく民間競争入札を行い、以下の内容により、令和３年度から事前旅客情報照合業務

及び外国人個人識別情報認証業務のプログラム開発及び保守業務を実施している。 

今期にあってはハードウェアの更新に伴う調達であるところ、警察共通基盤システム

の導入に伴いハードウェアの賃貸借契約及び設置構築契約は別で行っていることから、

プログラム開発及び保守業務の実施事業となる。 

(1)  業務内容 

事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務は、テロリスト及び不法入

国者の上陸阻止、輸入禁制品等の密輸阻止及び指名手配者の逮捕等水際における取締

りの徹底を図ることを目的とする業務である。 

ア 事前旅客情報照合業務 

航空会社から提供される国際線の搭乗者氏名等の旅客情報と関係省庁が保有する

要注意者情報を照合し、我が国の安全対策上問題がある旅客等の情報を関係部署に

通報する業務である。 

イ 外国人個人識別情報認証業務 

入国審査時に提供される外国人の個人識別情報と関係省庁が保有する要注意者の

個人識別情報を照合し、我が国の安全対策上問題がある旅客等の情報を関係部署に

通報する業務である。 

(2)  契約期間 

ア 事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラム開発 

令和３年 12 月１日から令和５年７月 31 日 

イ 事前旅客情報照合業務及び外国人個人識別情報認証業務用プログラム保守 

令和５年８月１日から令和９年２月 28 日 

(3)  受託事業者 

日本電気株式会社 

(4)  受託事業者決定の経緯 

令和５年３月運用開始に向け、２か年開発として令和３年６月契約で調達を進めて

いたところ、入札参加者（１者）から提出された企画書等を審査した結果、警察庁
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の要求要件を満たしていることが確認され、令和３年６月 23 日に開札した結果、予

定価格を超過していたことから、不落となった。その後、再度入札官報公示を行

い、入札参加者（１者）から提出された企画書等を審査した結果、警察庁の要求要

件を満たしていることが確認され、令和３年 11 月 30 日に開札した結果、予定価格

の範囲内であったことから、受託事業者との契約に至ったものである。 

(5)  実施状況評価期間 

令和３年 12 月１日から令和７年２月 28 日までの３年３ヶ月 

 

2 確保されるべき対象業務の質の達成状況及び評価 

民間競争入札実施要項において定めた受託事業者が確保すべき対象業務の質の達成状

況に対する警察庁の評価は、次のとおりである。 

評価事項 測定指標 評価 

対象業務の適切

な実施 

民間競争入札実施要項の「２

(3) 対象業務の詳細な内容」

を、スケジュールを遵守して

適切に実施すること。 

２(3)の内容について、スケジュー

ルを遵守して、対象業務を適切に

実施することができなかった件数

が０件であったため、対象業務の

質は確保されている。 

技術者駆けつけ

時間 

警察庁から技術者の派遣要請

があった場合は、３時間以内

に技術者を派遣すること。 

技術者駆けつけ時間において調達

仕様書の保守要件を満たす対応が

できなかった件数が 0 件であった

ため、対象業務の質は確保されて

いる。 

障害報告に要す

る時間 

警察庁から連絡を受けた障害

について、障害原因、対象業

務への影響範囲や最終対処方

法を原則５執務日以内に書面

で報告すること。期限内に報

告できない場合は、別途報告

日を提示するとともに、必要

に応じて中間報告を行うこ

と。 

障害報告に要する時間において保

守作業計画書の保守要件を満たす

対応ができなかった件数が０件で

あったため、対象業務の質は確保

されている。 

回答に要する時

間 

警察庁からの技術的な問合せ

に対し、原則５執務日以内に

回答すること。期限内に回答

できない場合は、別途回答日

を提示するとともに、必要に

回答または中間回答に要する時間

において保守作業計画書を満たす

対応ができなかった件数が０件で

あったため、対象業者の質は確保

されている。 
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応じて中間回答を行うこと。  

サービスレベル

アグリーメント

（Service Level 

Agreement）の

締結 

対象業務の効率化、品質向上

及び円滑化を図るため、別途

サービスレベルアグリーメン

トを締結する。 

相互の役割や必要な管理項目･サー

ビスレベル管理指標等について記

載された保守作業計画書の提出

後、警察庁の承認を受けており、

対象業務の質は確保されている。 

 

3 実施経費の状況及び評価 

業務の機能改善を行い、市場化テスト対象部分に拡張が生じたことにより、市場化テ

スト実施前との適切な比較が困難と判断し、次のとおり評価を行った。 

機能改善に伴う追加契約分の金額を市場化テスト前と合算し、市場化テスト後の金額

と比較した。実施経費の状況及び評価結果については、次のとおり。 

 実施経費 第 1 期末 

経費(※１) 

増減 経費増加

率(%) 

プログラム

開発 

1,043,560,000 円 875,088,756 円 168,471,244 円増 19.25%増 

プログラム

保守(※２) 

48,960,000 円 

 

44,405,496 円 

 

 4,554,504 円増 

 

10.26%増 

※１ 今期（テスト第２期）の実施経費についての評価は、本来は、市場化テスト

実施前（従来経費）との比較で行わななければならないが、第２期開始までの間に業

務の機能改善のための改修が行われているため、今期（テスト第２期）契約範囲に対

するテスト前範囲を考えると、テスト前には存在しなかった改修部に係る開発及びそ

の保守業務が第２期契約に含まれるため、上記の条件で比較することができない。 

この状況で経費比較をできるだけ客観的に行うため、従来経費としての比較の対象

を「第２期の契約に含まれる開発及び保守対象が出そろった時点での、各開発契約の

合計及び各保守契約の各合計」とした。 

※２ プログラム保守については、保守期間に違いがあることから、総額ではなく

１ヶ年相当経費で比較 

 

4 民間事業者からの改善提案による改善実施事項等 

受託事業者からは、プログラム開発業務について、利便性の向上に関する改善提案が

随時なされ、実施されている。具体的には、次のとおりであり、いずれも利便性を向上

させる効果が認められた。 

・照会結果一覧を表示する画面において、条件による絞り込みや指定するページに

遷移できる改善提案があり、複数の画面において対象となる機能が設けられ、利用

者の利便性に対し高い導入効果が得られた。 
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・業務に必要となるプログラム群一式と共に同プログラムの導入手順書をダウンロ

ード可能とする改善提案があり、各業務端末において利用者自身が行うプログラム

導入作業が容易に進められるようになったことで利用者の利便性に対し高い導入効

果が得られた。 

 

5 全体的な評価 

本事業の実施期間中に、受託事業者が業務改善指示等を受け又は業務に係る法令違反

行為等を行った事実はなかった。 

実施要項において設定したサービスの質については、２の記載のとおり確保されてお

り、警察業務を確実に遂行するため、業務担当者への継続的かつ安定的なサービスの円

滑な提供に資するという目的を達成しているものと評価できる。 

受託事業者からの改善提案については、４の記載のとおり創意工夫がなされている。 

実施経費については第１期末経費と比較して、プログラム開発については約 19.25％、

プログラム保守については約 10.26%の経費増となった。経費増の要因としては、デー

タベースについて OSS 導入を行い、データベース環境の再構築やデータ移行を行ったこ

とが挙げられる。 

本評価は市場化テストの２期目であり、１期の事業評価にあっては次の改善策を講じ 

ることとされたところ、確実な実施を進めた。 

① 資料提供招請時、説明会を開催する。 

② ①により寄せられた意見等に基づき、実施要項を見直すとともに、改正した

実施要項に関する意見招請を実施し、①と同様に説明会を実施する。 

③ ②により寄せられた意見を踏まえ作成した最終の実施要項について、入札説

明会の機会を通じて、企業が抱く懸念解消に向け警察庁が取り組んだ内容等

を説明する。 

実施した詳細については、令和２年度の資料提供招請の際に説明会を開催し、９者が参

加した。導入説明書の受領業者 12 者のうち、３者より資料提出があり、うち１者より意

見がでた。内容は文字コード変換に関する仕様が参入障壁になるとのことであったが、資

料閲覧を可能とし障壁を排除した。また意見招請にあっても説明会を実施し、実施要項案

の受領業者７者のうち、３者より意見がでた。それら意見を踏まえ実施要項案を修正した。

１回目の入札公告期間中においては、業者からの希望に応じて、随時、入札説明を可能と

する措置を講じた。また、現行システムに関する資料に関しては、書面で納入されたもの

についても閲覧可能とするとともに、業者からの質問への回答に際しては、他の業者に対

してもその回答内容を共有する措置を講じた。これらの措置を通じて、他省庁とのシステ

ム接続などについて業者が抱く不安の払拭を図ったところ、39 者が調達資料をダウンロ

ードしたが、結果は１者応札であった。２回目の入札公告期間中においては、１回目時の

取組に加え、閲覧可能な資料として新たに警察共通基盤システムの利用ガイドラインを
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追加するとともに、これに関連する業者からの質問についても回答内容を他の業者にも

共有する措置を講じた。これらの措置を通じて、警察共通基盤システム上でのプログラム

構築などに対して業者が抱く不安についても払拭を図ったところ、45 者が調達資料をダ

ウンロードしたが、結果は１者応札となった。 

辞退した理由のアンケートを取ったところ、４者より回答があり、「構築に向けた体制

整備が困難」「求められる信頼性要件及び障害対応の要件を満たすためには、弊社体制を

一から構築せねばならず既に保守体制を持つ競合他社と比較して価格面で大きく不利と

なるため辞退」「規模が大きく業務を履行できないリスクがあるため辞退」などの理由が

挙げられた。 

改善策の実施状況については、外部有識者によって構成される警察庁会計業務検討会

議によるチェックを受けており、特段問題となる指摘も受けていないことから、改善は

図られたものと評価している。 

 

6 今後の事業 

本事業については、結果として一者応札となったが、改善策を講じた結果、前回より

多数の事業者が入札への関心を示しており、一定の改善が図られた。 

また、令和３年当時から 

① プログラムに係る保守要件（24 時間受付可能な障害連絡窓口など）について

の見直しを進めている 

② 警察共通基盤システムの運用開始から年月を経過しており、複数のベンダー

において同システム上でのプログラム構築やデータ移行についての前例があ

る 

 ことが、今後の事業において、アンケート結果にあった業者が実施体制等について抱く

不安を払拭するための好材料になるものと思料される。 

なお、次期プログラムの開発時期については、次のような理由から現時点未定であ

り、令和 10 年度以降となることを想定している。 

① 業務の BPR を踏まえた次期業務の検討を進めている状況であること 

② 関係する他省庁システムや他業務の更改・更新時期との調整が必要となるこ

と 

③ 現行業務が稼働しているハードウェア環境（警察共通基盤システム）の更新

を控えており、次期警察共通基盤システムへの移行（開発を伴わないもの）

が令和９年度中に完了する見込みであることから、プログラム開発行う場合

は、それ以降となること 


